
秋田県の「介護サービス情報の公表」に係わる指定調査機関 

 

                         平成２０年４月１日現在 

調 査 機 関 名 社団法人 秋田県社会福祉士会 

代 表 者 名 会長 柴田 博 

法 人 の 住 所 
〒010-0922 

秋田県秋田市旭北栄町 1-5 秋田県社会福祉会舘内                              

調査に関わる組織（部署） 外部評価委員会 

法 人 の 目 的 

社会福祉士の専門的知識及び技術を活用し、秋田県内の

社会福祉の援助を必要とする人々の生活の支援と権利の擁

護及び社会福祉の増進に寄与する。 

電 話 番 号 ０１８－８９６－７８８1 FAX ０１８－８９６－７８８２ 

 

指 定 年 月 日 平成１９年４月１日 

 

営業日・営業時間 月曜日～金曜日 午前９時３０分～午後 3 時３０分 

定 休 日 土曜. 日曜. 祝日. 年末年始（12/29～1/3） 

 

調査を実施する期間 通年の対応が可能 

調査を実施する範囲 県内全域の対応が可能 

調 査 の検 証 体 制 
１. 研修（内部. 外部）体制の充実 

２. 外部評価委員会への報告、審議 

 

苦情の受付電話番号 ０１８－８９６－７８８１ 

苦情の対応責任者 内部理事（副会長） 荒谷 博美 

 

 


